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表紙*電子提供措置用*

第16回
定時株主総会招集ご通知

開催日時
　
2024年12月20日（金曜日）
午前10時

開催方法
　
場所の定めのない株主総会として開催いたします。
※完全オンラインにて開催するため、会場はござい
ません。

URL：https://web.sharely.app/login/colopl-16

■ 書面またはインターネット等による議決権行
使期限
2024年12月19日（木曜日）午後7時まで

　
　

＜本株主総会について＞
当日のご出席方法に関しては４頁から６頁の「バーチャル
オンリー株主総会のご案内」をご参照ください。
なお、当日ご出席されない場合、あるいはご出席される場
合も通信障害等に備え、書面またはインターネット等によ
って事前に議決権を行使することができます。
その他、本株主総会の運営等に変更がある場合には当社ウ
ェブサイトでお知らせいたします。
https://colopl.co.jp/ir/stock/shareholders/
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招集ご通知

(証券コード　3668)
2024年12月4日

株 主 各 位
東京都港区赤坂九丁目７番２号
株 式 会 社 コ ロ プ ラ
代表取締役社長 宮 本 貴 志

【当社ウェブサイト】
https://colopl.co.jp/ir/stock/shareholders/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第16回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会は、産業競争力強化法第66条第1項及び当社定款第12条第2項の規定に基づき、場所の定
めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）といたしますので、本株主総会には、当社指定のウ
ェブサイト（https://web.sharely.app/login/colopl-16）を通じてご出席くださいますようお願い
申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について
電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いず
れかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「コロプラ」または「コード」
に当社証券コード「3668」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、
「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　ご出席いただくために必要となる環境やお手続方法等の詳細は４頁～６頁の「バーチャルオンリー株
主総会のご案内」をご確認ください。なお、当日ご出席されない場合、あるいは当日ご出席される場合
も通信障害等に備え、書面またはインターネット等によって議決権を事前行使することができますの
で、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、７頁～８頁の「議決権行使のご案内」をご参照
のうえ、2024年12月19日（木曜日）午後７時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあ
げます。

敬　具
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招集ご通知

１. 日 時 2024年12月20日（金曜日）午前10時

※通信障害等の発生により本株主総会を上記日程で開催することが困難となった
場合には、予備日である2024年12月23日（月曜日）午前10時より開催いたし
ます。予備日に開催することとした場合は、当社ウェブサイト
（https://colopl.co.jp/ir/stock/shareholders/）において、あらためて日程等
をご案内いたします。

２. 開催方法 場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）とします。
完全オンラインにて開催するため、株主の皆様が実際にご来場いただける会場は
ございません。
当社指定のウェブサイト（https://web.sharely.app/login/colopl-16）を通じ
てご出席ください。
ご出席いただくために必要となる当該ウェブサイトのURL、アクセス方法、お
手続方法等の詳細は、４頁～６頁の「バーチャルオンリー株主総会のご案内」を
ご確認ください。

３. 目的事項
報告事項 １.

２.

第16期（2023年10月１日から2024年９月30日まで）事業報告、連結計算書類
並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
第16期（2023年10月１日から2024年９月30日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

４. 議決権の行使についてのご案内

記

　（１）書面による議決権行使の場合
議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年12月19日（木曜日）午後７時までに到着
するようにご返送ください。
議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

　（２）インターネット等による議決権行使の場合
インターネット等により議決権を行使される場合には、８頁の【インターネット等による議決
権行使について】をご高覧のうえ、2024年12月19日（木曜日）午後７時までに行使してくだ
さい。
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招集ご通知

５. 招集にあたっての決定事項
　（１）本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法は、インターネットによるものと

します。
　（２）書面またはインターネット等による議決権の事前行使をされ、当日バーチャルオンリー株主総

会にインターネット経由で出席し、事前の議決権行使と重複して議決権を行使された場合は、
本株主総会において最後に行われたものを有効な議決権行使とし、事前の議決権行使は無効と
させていただきます。
事前に議決権行使のうえ、当日バーチャルオンリー株主総会に出席されたものの、当社側で当
日の議決権行使が確認できない場合には、事前の議決権行使を有効なものとして取り扱わせて
いただきます。事前に議決権行使をせず、当日バーチャルオンリー株主総会に出席されたもの
の、当社側で当日の議決権行使が確認できない場合には、棄権として取り扱わせていただきま
す。※事前に議決権行使をされた株主様は、行使内容に変更がない場合には当日議決権行使を送信いた
だく必要はございません。

　（３）通信障害等により、本株主総会の議事に著しい支障が生じる場合は、議長が本株主総会の延期
または続行を決定することができることとするため、その旨の決議を本株主総会の冒頭におい
て行うことといたします。当該決議に基づき、議長が延期または続行の決定を行った場合に
は、速やかに当社ウェブサイト（https://colopl.co.jp/ir/stock/shareholders/）でその旨及
び延会または継続会の開催日時をお知らせいたします。

以　上

◎本株主総会に先立ち、株主の皆様から、インターネットにより事前質問を受け付けます。事前質問の方
法は、4頁をご確認ください。株主総会当日、事前質問受付サイトからいただいた事前質問の全部また
は一部につきまして、回答する予定です。

◎事前質問受付サイトから動議の提出はできません。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、
修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたします
が、当該書面は、法令及び当社定款第18条第２項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
①連結計算書類の連結株主資本等変動計算書
②連結計算書類の連結注記表
③計算書類の株主資本等変動計算書
④計算書類の個別注記表

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監
査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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バーチャルオンリー株主総会のご案内

＜接続先URL＞https://web.sharely.app/login/colopl-16
＜必要事項＞株主番号、議決権行使書用紙に記載の郵便番号、保有株式数
①上記のURLをご入力いただくか、スマートフォンで右図のQRコードを読み込み、
ライブ配信ページにアクセスしてください。

（１）事前質問の方法
＜接続先URL＞https://web.sharely.app/e/colopl-16/pre_question
＜必要事項＞株主番号、議決権行使書用紙に記載の郵便番号、保有株式数

バーチャルオンリー株主総会のご案内

　本株主総会は、インターネット上でのみ開催する『バーチャルオンリー株主総会』です。

　株主様が実際にご来場いただく会場はございませんので、オンラインでご出席くださいますようお願い申しあげま
す。ご出席いただくために必要となるウェブサイトのURL、アクセス方法、お手続方法等の詳細について、以下のと
おりご案内申しあげます。株主総会当日に当社指定のウェブサイト（https://web.sharely.app/login/colopl-16）
からインターネット上で出席し、ライブ配信映像のご視聴、議決権行使のほか、株主総会の目的事項に関する質問、
動議の提出等が可能です。また、同ウェブサイト内より、事前のご意見、ご質問等をお受けしていますので、是非ご
利用ください。※同ウェブサイトのご利用に際しましては、以下の注意事項を必ずご一読ください。

１　配信日時
2024年12月20日（金曜日）午前10時から

※ただし、通信障害等の影響により本株主総会を上記日程で開催することができなかった場合には、当社ウェブサ
イト（https://colopl.co.jp/ir/stock/shareholders/）において、あらためて日程等をご案内いたします。

２　アクセス方法

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
②接続されましたら、議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」「郵便番号」
「保有株式数」を、画面表示に従って入力しログインしてください。
※議決権行使書用紙を投函する前に、「株主番号」「郵便番号」「保有株式数」を、必ずお手許にお控えください。
※ご不明点に関しては、以下FAQサイトをご参照ください。
https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533

３　当日の議決権行使の方法
　　ログイン後、議長の指示に従って、視聴画面下部の「決議」ボタンより賛否をご入力ください。

４　質問方法及び動議の提出方法

① 上記のURLをご入力いただくか、上図のQRコードを読み込み、事前質問受付サイトにアクセスしてください。
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バーチャルオンリー株主総会のご案内

② 接続されましたら、議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」「郵便番号」「保有株式数」を、画面表
示に従って入力しログインしてください。
※議決権行使書用紙を投函する前に、「株主番号」「郵便番号」「保有株式数」を必ずお手許にお控えください。
以下の期限まで事前質問をお受けいたします。事前質問フォームより本株主総会の目的事項に関する質問内容をご
入力ください。ご意見・ご質問等はお一人様につき２問まで、１問につき150文字までとさせていただきます。
＜事前質問受付期限＞　2024年12月16日（月曜日）午後７時まで
※受付期限終了後にお送りいただいたご意見・ご質問にはお答えできかねます。
※株主の皆様のご関心が特に高いと思われる事項を中心に、株主総会当日にご説明させていただく予定です。
※株主総会の進行上の都合やご質問内容により、すべてのご質問にお答えできない場合があります。
（２）当日の質問の方法
ログイン後、議長の指示に従って、視聴画面下部の「質問」ボタンより本株主総会の目的事項に関する質問内容を
ご入力ください。ご質問はお一人様につき２問まで、１問につき150文字までとさせていただきます。
（３）動議の提出方法
動議をご提出される場合には、議長の指示に従い、視聴画面下部の「動議」ボタン内から動議の種類を選択しご入
力をお願いいたします。
（４）質問及び回答の掲載
株主総会当日は、事前質問及び当日質問のすべてに回答できない場合がございますが、本株主総会の目的事項に関
連しない場合を除き、原則としてすべての質問及びこれに対する回答を本株主総会後に当社ウェブサイトに掲載い
たします（2025年１月掲載予定）。

５　本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関する対策についての方針の内容
本株主総会では、通信障害対策が講じられたシステムを利用し、本株主総会当日の運用に際しては、通信障害

対応が可能な専門スタッフを配置いたします。通信障害により議事に著しい支障が生じた場合に備え、本株主総
会当日冒頭に、本株主総会の延期または続行の議長一任決議について諮り、また、通信障害が生じた場合の対応
マニュアルをあらかじめ整備いたします。

６　本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用することに支障のあ
る株主の利益の確保に配慮することについての方針の内容
議決権の行使を希望する株主様のうちインターネットを使用することに支障のある株主様につきましては書面

による事前の議決権の行使を推奨いたします。

７　代理人による出席方法
　議決権を有する他の株主様１名を代理人として、議決権を行使することができます。ご希望の株主様は、株主
総会に先立って、当社に「代理の意思表示を記載した書面（委任状）」のご提出が必要となりますので、以下の
提出先までご送付ください。委任状の様式その他必要情報については、「代理人による議決権行使等に関する問
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バーチャルオンリー株主総会のご案内

合せ先」までお問い合わせください。
　＜代理人による議決権行使等に関する問合せ先＞
　　soukai@colopl.co.jp
　＜代理人に関する書類の提出先＞
　　〒107－0052　東京都港区赤坂９－７－２　ミッドタウン・イースト６F
　　株式会社コロプラ　株主総会運営事務局　宛
　＜ご提出期限＞　2024年12月16日（月曜日）午後７時必着
　　※ご提出期限までに必要書類が当社に届かなかった場合は、代理人による出席は認められませんのでご了承ください。
　　※ご提出いただいた書類に不備があった場合は、有効な委任としてお取り扱いできない場合がございます。

＜注意事項＞
１．書面またはインターネット等による議決権の事前行使をされ、当日バーチャルオンリー株主総会にインターネット経

由で出席し、事前の議決権行使と重複して議決権を行使された場合は、本株主総会において最後に行われたものを有
効な議決権行使とし、事前の議決権行使は無効とさせていただきます。事前に議決権行使のうえ、当日バーチャルオ
ンリー株主総会に出席されたものの、当社側で当日の議決権行使が確認できない場合には、事前の議決権行使を有効
なものとして取り扱わせていただきます。事前に議決権行使をせず、当日バーチャルオンリー株主総会に出席された
ものの、当社側で当日の議決権行使が確認できない場合には、棄権として取り扱わせていただきます。

２．事前質問受付サイトから動議の提出はできません。
３．当日は安定した配信に努め、通信障害が発生した場合に備え具体的な対処のマニュアルも準備しておりますが、視聴

される株主様の通信環境の影響により、ライブ配信の映像・音声の乱れ及び一時中断などの通信障害、並びに送受信
に軽微なタイムラグが発生する可能性がございます。

４．株主総会当日において、株主様側の通信環境等の問題と思われる原因での接続不良・遅延・音声のトラブルにつきま
しては、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。

５．ご視聴いただく際の通信機器類、接続料金及び通信料等の一切の費用は株主様のご負担となります。
６．映像や画像、音声データ等の第三者への提供や公開での上映、転載・複製及びログイン方法を第三者に伝えることは

禁じます。
７．その他配信システムに関するご不明点に関しましては、以下FAQサイトを確認ください。

https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533
　　問合せ先：
　　システム運営会社（Sharely株式会社）Tel 03-6683-7664

【事前のログイン方法、操作方法等に関する問合せ】
受付日時：2024年12月４日（水曜日）～2024年12月19日（木曜日）午前10時～午後5時

　【当日のログイン方法、操作方法等に関する問合せ】
　　受付日時：2024年12月20日（金曜日）午前９時～株主総会終了まで
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議決権行使のご案内

■ 議決権行使のご案内

※各議案につきまして、賛否の表示がない場合は、“賛”の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

■賛成の場合 ➡“賛”を○で囲んでください。
■否認する場合 ➡“否”を○で囲んでください。

【第1・2・4号議案】

■全ての候補者に賛成の場合 ➡ “賛”を○で囲んでください。
■全ての候補者を否認する場合 ➡ “否”を○で囲んでください。

■一部の候補者を否認する場合 ➡ “賛”を○で囲み、否認する候補者の番号を欄内に記載してください。

【第3号議案】

議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

▶ 行使期限：2024年12月19日（木曜日）午後7時到着分まで

■ 郵送（書面）にて議決権を行使いただく場合

パソコン、スマートフォンから議決権行使ウェブサイト（https：//www.web54.net）にアクセスし、議決権行使書用紙に記載
された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

▶ 行使期限：2024年12月19日（木曜日）午後7時まで

■ インターネット等で議決権を行使される場合 ※詳細は、次頁をご確認くださいますようお願い申しあげます。

議決権行使書のご記入方法
（議決権行使書用紙イメージ）

議 決 権 行 使 書

お 願 い

株式会社 コロプラ　御中
株主番号　　　　　　議決権行使個数　　　　　　個

株式会社 コロプラ株式会社 コロプラ

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

2024年12月　日

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

1.◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

2.◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

 株 主 番 号

 議決権行使個数 個 

 （ 単元株式数 100 株 ） 

 株 

◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯

ご所有株式数
議　案

賛
否
表
示
欄

賛

否

第２号
議　案

賛

否

第３号
議　案（下の候補

者を除く）
賛

否

第１号
議　案

賛

否

第４号
議　案

こちらに各議案の賛否を
ご記入ください。

議　案

賛
否
表
示
欄

賛

否

第２号
議　案

賛

否

第３号
議　案（下の候補

者を除く）
賛

否

第１号
議　案

賛

否

第４号
議　案

－ 7 －
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議決権行使のご案内

■ インターネット等による議決権行使について

　機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的
方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

　書面とインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお
取り扱いいたします。
　インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いい
たします。
　インターネット等による議決権行使は、2024年12月19日（木曜日）の午後7時までに行使されるようお願いいたします。

議決権行使のお取り扱い

お問合わせ パソコン・スマートフォンの操作方法に関するお問合わせ先

■ 当ウェブサイトでの議決権行使に関するパソコン・スマートフォ
ンの操作方法がご不明な場合は、下記にお問合わせください。

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

■ その他株式に関するご質問等は、下記にお問合わせください。

電　　話 電　　話

受付時間 受付時間

0120（652）031 0120（782）031
9：00～21：00 土・日・祝日を除く9：00～17：00

　インターネット等によって議決権を行使する場合は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用ください。

議決権行使ウェブサイトについて

パソコンによる議決権行使

スマートフォンによる議決権行使

議決権行使ウェブサイトアドレス

議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトロ

グインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び

「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

こちらでは1回に限り議決権を行使できます。

https：//www.web54.net

詳しくは同封の案内チラシをご覧ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

－ 8 －



2024/11/22 16:41:14 / 24145225_株式会社コロプラ_招集通知_電子提供措置用

剰余金の処分議案

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
　当社は、利益配分につきましては、健全なバランスシートをもとに、連結業績、DOE（純資産配当
率）、キャッシュ・フロー及び資本の効率性を総合的に勘案して、安定的かつ継続的な配当を実施する
ことを基本方針としております。
　第16期の期末配当につきましては、上記方針及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のと
おりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類
金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき20円
総額　2,567,316,120円

③　剰余金の配当が効力を生じる日
2024年12月24日

－ 9 －
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定款の変更

現行定款 変更案
第1条～第18条（条文省略） 第1条～第18条（現行どおり）
第４章　取締役及び取締役会 第４章　取締役及び取締役会並びに執行役員
第19条～第20条（条文省略） 第19条～第20条（現行どおり）
第21条（代表取締役及び役付取締役） 第21条（代表取締役、役付取締役及び上席執行

役員等）
1．（条文省略） 1．（現行どおり）
2．取締役会は、その決議によって、取締役会

長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役
及び常務取締役を選定することができる。

2．取締役会は、その決議によって、取締役会
長、取締役社長及び取締役副社長を選定する
ことができる。

3．（条文省略） 3．（現行どおり）
（新設） 4．取締役会は、その決議によって、上席執行役

員を選任し、当会社及び関係会社の業務を執
行させることができる。

（新設） 5．取締役会は、上席執行役員の中からCEO及
びその他の役付上席執行役員を選定すること
ができる。

（新設） 6. 取締役会は、その決議によって、上席執行役
員のほか、執行役員若干名を選任することが
できる。

第22条～第41条（条文省略） 第22条～第41条（現行どおり）

第２号議案　定款一部変更の件
（１）提案の理由
　経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行における責任の所在
を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により、機動的な経営体制を構築するため、上席執行役
員制度を導入することに伴い、当社定款につきまして、所要の変更を行うものであります。

（２）変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

－ 10 －
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取締役（監査等委員を除く。）選任議案

候補者番号

1
再任

ば ば

馬場 
なるあつ

功淳

生年月日
1978年１月７日生

所有する当社の株式数
61,781,792株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    2003年    3 月 株式会社ケイ・ラボラトリー（現 KLab株式会社）

入社
    2007年    4 月 グリー株式会社入社
    2008年    10月 当社設立

代表取締役社長就任
    2016年    3 月 一般財団法人クマ財団（現 公益財団法人クマ財団）

設立 代表理事（現任）
2021年    12月　当社代表取締役会長（現任）
候補者とした理由
当社の創業者であり、代表取締役会長及びクリエイターとして、創
業より当社グループの成長を牽引しております。
また、モバイルコンテンツをはじめとするサービス開発技術及びそ
れらに関する豊富な経験と知識を有しており、技術的判断、経営方
針や事業戦略の決定及びその遂行において極めて重要な役割を果た
しております。このような経験と実績は、引き続き当社取締役会の
意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが
期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了と
なります。
　つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いいたしたいと存じま
す。なお、本議案について、指名・報酬諮問委員会の審議を参考に取締役会で決定しております。ま
た、監査等委員会においても検討がなされましたが、特段の指摘事項はございませんでした。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

－ 11 －
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取締役（監査等委員を除く。）選任議案

候補者番号

2
再任

みやもと

宮本 
た か し

貴志

生年月日
1972年４月19日生

所有する当社の株式数
79,609株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1995年    4 月 株式会社明治屋入社
    2001年    9 月 株式会社デジキューブ入社
    2003年    10月 ソフトバンクBB株式会社入社
    2005年    4 月 株式会社デックスエンタテインメント入社
    2008年    4 月 株式会社GPコアエッジ設立 代表取締役社長CEO
    2011年    4 月 株式会社ゲームポット 取締役CMO
    2012年    7 月 株式会社コアエッジ設立 代表取締役社長CEO
    2020年    6 月 当社入社

2021年    12月　当社代表取締役社長（現任）
候補者とした理由
大手企業のグループ会社などにおけるマーケティング部門の責任者
や代表取締役社長としての豊富な経験と見識を有しており、代表取
締役社長として、当社サービスの拡大に貢献しております。
このような経験と実績は引き続き当社取締役会の意思決定に資する
とともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、
取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

３
再任

は ら い

原井 
よしあき

義昭

生年月日
1988年９月28日生

所有する当社の株式数
52,817株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    2011年    3 月 有限責任監査法人トーマツ入所
    2015年    1 月 当社入社
    2018年    12月 当社取締役（現任）

候補者とした理由
財務、会計に関する高い専門性を有しており、当社入社以来、
M&A、グループガバナンス体制の構築、人事制度の整備等に従事
し、コーポレート全般における豊富な経験と幅広い見識を有してお
ります。
このような経験と実績は引き続き当社取締役会の意思決定に資する
とともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、
取締役として選任をお願いするものであります。

－ 12 －
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取締役（監査等委員を除く。）選任議案

候補者番号

４
再任

さかもと

坂本 
ゆう

佑

生年月日
1984年３月５日生

所有する当社の株式数
41,942株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    2009年    4 月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント入社
    2013年    10月 当社入社
    2020年    12月 当社取締役（現任）

候補者とした理由
コンシューマーゲーム企業における豊富な経験及び実績に加え、当
社入社以来、ゲームクリエイターとして多くのモバイルゲーム開発
及び運用に従事し、ゲーム事業全般における豊富な経験と幅広い見
識を有しております。
このような経験と実績は引き続き当社取締役会の意思決定に資する
とともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、
取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

５
再任 社外

独立

やなぎさわ

栁澤 
こ う じ

孝旨

生年月日
1971年５月19日生

所有する当社の株式数
5,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1995年    4 月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
    1999年    5 月 株式会社NTTデータ経営研究所入社
    2005年    5 月 みずほ証券株式会社入社
    2006年    2 月 株式会社スタートトゥデイ（現 株式会社ZOZO）常

勤監査役
    2008年    6 月 同社取締役兼経営管理本部長
    2009年    4 月 同社取締役CFO
    2015年    12月 当社社外取締役（現任）
    2017年    4 月 株式会社スタートトゥデイ（現 株式会社ZOZO）取

締役副社長兼CFO（現任）
    2020年    3 月 株式会社オプトホールディング（現 株式会社デジタ

ルホールディングス）社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立し
た客観的立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するた
めの助言、提言等が期待できるため、引き続き社外取締役としての
選任をお願いするものであります。
栁澤孝旨氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役
としての在任期間は、本総会終結の時をもって９年となります。
また、当社は、栁澤孝旨氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合、当社は
同氏を引き続き独立役員とする予定です。
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取締役（監査等委員を除く。）選任議案

候補者番号

６
再任 社外

独立

た け だ

武田 
ま さ こ

雅子

生年月日
1968年３月31日生

所有する当社の株式数
－株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年    1 月 株式会社西武クレジット（現 株式会社クレディセゾ

ン）入社
2014年    6 月 同社取締役 戦略人事部担当
2016年    3 月 同社取締役 営業推進事業部長
2018年    5 月 カルビー株式会社執行役員 人事総務本部長
2019年    4 月 同社常務執行役員 CHRO 人事総務部長
2023年    4 月 株式会社メンバーズ専務執行役員 CHRO
2023年12月　当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
国内の大手企業において取締役を務めるなど人事・総務や事業推進
における豊富な経験及び実績を有しており、独立した客観的立場か
ら経営の意思決定の妥当性や適正性を確保するための助言、提言等
が期待できるため、引き続き社外取締役としての選任をお願いする
ものであります。
武田雅子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役
としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。
また、当社は、武田雅子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合、当社は
同氏を引き続き独立役員とする予定です。

(注) １．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．馬場功淳氏、宮本貴志氏、原井義昭氏、坂本佑氏、栁澤孝旨氏及び武田雅子氏の６名は、現在、当社の

取締役であり、その当社における地位、担当及び重要な兼職は、事業報告の「４．会社役員に関する事項　
（１）取締役の状況」に記載のとおりであります。

３．当社と栁澤孝旨氏及び武田雅子氏とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定め
る額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職
務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。本総会において各候補者が再任された
場合は、同様の内容の契約を継続する予定であります。

４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお
り、当社役員を含む被保険者の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約によって補填することと
しております。各候補者が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任され就任した場合は、当該
保険契約の被保険者になります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定して
おります。当該契約の内容は、事業報告の「４．会社役員に関する事項　（３）役員等賠償責任保険契約
の内容の概要」に記載のとおりであります。
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取締役（監査等委員）選任議案

新任 社外

独立

あ べ

阿部 
み ず ほ

美寿穂

生年月日
1975年１月27日生

所有する当社の株式数
－株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2000年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）

入所
2004年    4 月 公認会計士登録
2016年10月 阿部美寿穂公認会計士事務所設立　代表（現任）
2022年６月 INCLUSIVE株式会社　社外監査役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
阿部美寿穂氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経
営に関与された経験はありませんが、公認会計士として財務・会計
に関する高い専門性に加え、大手企業での監査役としての豊富な経
験及び実績を有しております。このため、当社は、同氏が社外取締
役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制を
期待して、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
また、阿部美寿穂氏の選任が承認された場合、当社は同氏を東京証
券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。

第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件
　監査等委員である取締役長谷川哲造氏及び月岡涼吾氏は、本総会終結の時をもって一身上の都合によ
り辞任いたします。
　つきましては、その補欠として監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本総会において補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任
した監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。なお、本議案について、指名・報
酬諮問委員会の審議を参考に取締役会で決定しております。また、監査等委員会の同意も得ておりま
す。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

(注) １.　取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２.　阿部美寿穂氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、法令が定める額を限度とする予定です。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取
締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られることとする予
定です。

３.　当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお
り、当社役員を含む被保険者の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約によって補填することと
しております。候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に
なります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。当該契約の
内容は、事業報告の「４．会社役員に関する事項　（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載
のとおりであります。
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参考 スキルマトリックス

氏名
当社が特に期待する分野

企業経営 ｹﾞｰﾑ開発 技術
研究開発

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 財務・会計 法務

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 人事 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ感覚
国際性

馬場 功淳 － ● ● ●

宮本 貴志 － ● ● ● ●

原井 義昭 － ● ●

坂本 佑 － ● ●

栁澤 孝旨 社外 ●

武田 雅子 社外 ● ●

戸澤 章
社外
監査 ● ●

飯田 耕一郎
社外
監査 ● ●

阿部 美寿穂
社外
監査 ●

ご参考　取締役の構成（本定時株主総会終結後の予定）

(注)　上記一覧表は、候補者の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

以上
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況、重要な組織再編等の状況

事 業 報 告
（2023年10月 1 日から

2024年 9 月30日まで）
１.　企業集団の現況に関する事項

(１) 事業の経過及び成果
　当社グループは、「“Entertainment in Real Life” エンターテインメントで日常をより楽し
く、より素晴らしく」をMissionとし、エンターテインメントを通じ、人々の何気ない日常をよ
り豊かにすることを目指しております。エンターテインメント事業では、ユーザーとのエンゲー
ジメントを高めることを意識した既存タイトルの運営及び新規タイトルの開発に注力してまいり
ました。投資育成事業では、主に国内外のIT関連・エンターテインメント企業等を対象とした投
資を行ってまいりました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は25,975百万円（前連結会計年度比15.7％減)、営業損
失は1,208百万円（前連結会計年度は2,648百万円の営業利益）、経常損失は947百万円（前連結
会計年度は3,066百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する当期純損失は1,866百万円（前連結
会計年度は1,746百万円の親会社株主に帰属する当期純利益）となりました。

　セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

a.エンターテインメント事業
　エンターテインメント事業は、主にスマートフォン向けゲームの開発・運営を行っておりま
す。
　当連結会計年度において、スマートフォン向けゲームでは、新作タイトル「フェスティバト
ル」の配信を開始しました。既存タイトルにおいては、「ドラゴンクエストウォーク（企画・制
作：株式会社スクウェア・エニックス、開発：当社）」が引き続き連結業績を牽引いたしまし
た。また、自社IPの「白猫プロジェクト」、「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ」及び「アリ
ス・ギア・アイギス」が周年イベントや人気IPとのコラボイベントを実施いたしました。ユーザ
ーとのエンゲージメントを高めるサービス提供に注力いたしましたが、スマートフォン向けゲー
ムでは売上高が逓減いたしました。そのほか、サービスを終了したタイトルがありました。
　また、新作ブロックチェーンゲーム「Brilliantcrypto」をリリースし、ゲーム内で利用可能な
暗号資産「ブリリアンクリプトトークン（BRIL）」のInitial Exchange Offering（IEO）（注）
を実施いたしました。IEOによる調達資金はゲーム内でのBRIL利用に応じて順次売上高に計上さ
れますが、開発・マーケティング等の先行費用やIEOに伴う一時的な費用が発生いたしました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は24,474百万円（前連結会計年度比18.2％減）、営業損
失は1,302百万円（前連結会計年度は3,320百万円の営業利益）となりました。
（注）Initial Exchange Offering（IEO）とは、日本国内の法規制に則って暗号資産取引所が主
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事業の経過及び成果、設備投資の状況、資金調達の状況、重要な組織再編等の状況

区 分 売 上 高 （ 百 万 円 ）

エ ン タ ー テ イ ン メ ン ト 事 業 24,474

投 資 育 成 事 業 1,500

合 計 25,975

体となってプロジェクト審査を行い、暗号資産の公募売出し・流通を行う仕組みでありま
す。

b.投資育成事業
　投資育成事業は、主にIT関連・エンターテインメント企業等を対象とした投資を行っておりま
す。
　当連結会計年度において、当社グループ出資ファンドにおける営業投資有価証券の売却等によ
る収益が発生しました。また、保有する営業投資有価証券の一部について減損処理を行いまし
た。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は1,500百万円（前連結会計年度比68.3％増）、営業利益
は91百万円（前連結会計年度は674百万円の営業損失）となりました。

セグメント別売上高

(２) 設備投資の状況
　特記すべき事項はありません。

(３) 資金調達の状況
　当連結会計年度中に、グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として2,000百万円
の調達を実施しました。
　その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

(４) 重要な組織再編等の状況
　特記すべき事項はありません。
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対処すべき課題

(５) 対処すべき課題
　当社グループが対処すべき課題は以下のとおりであります。
①エンターテインメント事業
イ．ユーザー数の拡大とユーザーエンゲージメントの強化
　当社グループが持続的に成長するためには、当社グループ及び当社グループのサービスの知
名度を向上させ、新規ユーザーを継続的に獲得し、ユーザー数を拡大していくことが必要不可
欠であると認識しております。そのためには、効果的な広告宣伝活動等により当社グループの
知名度を向上させること、また多種多様なサービスを開発し、より多くのユーザーに利用して
もらえるような施策を積極的に実施することでユーザー数の拡大に努めてまいります。
　また、既存ユーザーについてもそのニーズを汲み取り質の高いゲームを提供し続けるととも
に、様々な媒体を活用しユーザーと対話することによりエンゲージメントを強化し、より長期
的に当社グループのサービスを楽しんでいただけるよう努めてまいります。

ロ．ポートフォリオの拡大
　当社グループはスマートフォン向けゲームにおいて、ユーザーに長く楽しんでいただけるよ
う運用を行いつつ、“新しい体験”を届ける新作の開発を行っております。
　各タイトルの状況、また市場を見極めながら、適切なリソース配分と分散投資を行い、ポー
トフォリオの拡大に努めてまいります。

ハ．サービスの安全性及び健全性の確保
　当社グループが提供する一部のサービスは、ユーザー同士がコミュニケーションをとること
が可能であるため、ユーザーが安心して当社グループのサービスを利用できるように、サービ
スの安全性及び健全性を確保する必要があります。当社グループはガイドラインを設け、サー
ビスの安全性及び健全性の確保に努めてまいります。

ニ．システムの安定的な稼働
　当社グループのアプリ及びプラットフォームはウェブ上で運営されており、快適な状態でユ
ーザーにサービスを提供するためにはシステムを安定的に稼働させ、問題が発生した場合には
適時に解決する必要があると認識しております。
　そのため、システムを安定的に稼働させるための人員確保及びサーバ機器拡充に努めてまい
ります。
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対処すべき課題

ホ．海外向けサービスについて
　当社グループはスマートフォンの特徴を活かして、今後も当社グループのサービスを海外で
積極的に展開していくことを企図しております。
　さらなる海外事業の拡大と収益力強化に向け、地域ごとのユーザーの嗜好の把握や、地域ご
とのユーザー特性を勘案した独自のサービス開発・提供を推進してまいります。

へ．新技術への対応
　当社グループが属する業界では技術革新が絶え間なく行われており、関連するマーケットも
拡大しております。このような事業環境の下で当社グループが継続的に事業を拡大していくた
めには、様々な新技術に適時に対応していくことが必要であると認識し、継続的に対応を行っ
てまいります。

②投資育成事業
イ．良質なポートフォリオの構築
　当社グループは、安定的な利益貢献を目指し、IT関連・エンターテインメント企業等を対象
とした投資を行っております。
　今後も魅力的な会社への分散投資を行い、投資先の状況に応じた適切なモニタリング・支援
を実行することで、投資先の価値向上支援及びポートフォリオの健全性担保を推進してまいり
ます。

③全般
イ．コーポレートブランド価値の向上
　当社グループが持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現していくためには、企業認
知度の向上や企業イメージの確立が不可欠であると考えております。当社グループはステーク
ホルダーに対する適切な情報開示と、積極的な広報活動及びサステナビリティへの取組みなど
により、当社グループのコーポレートブランド価値の向上を図ってまいります。

ロ．内部管理体制の強化とコーポレートガバナンスの充実
　当社グループはさらなる事業拡大、企業価値向上を目指すためには社会から信頼を得ること
が不可欠であると考えております。そのために企業倫理・コンプライアンスに関し、全役職員
が共通の認識を持ち、公正かつ的確な意思決定を行う風土を醸成することに加えて、健全性及
び透明性のある管理体制の整備を行うことで、内部管理体制の強化及びコーポレートガバナン
スの充実に努めてまいります。
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対処すべき課題

ハ．組織の機動性の確保
　組織の規模拡大による機動性の低下等の弊害を排除するため、適切な人員配置、事業展開に
応じた組織体制の整備により、意思決定の機動性確保を図ってまいります。

ニ．優秀な人材の確保及び育成
　当社グループは今後より一層の事業拡大のため、人材の確保及び育成を重要な課題と認識し
ております。当社グループのフィロソフィーと共鳴する優秀な人材を確保し、持続的な成長を
支える人材を育成すべく採用活動及び研修活動を強化してまいります。
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財産及び損益の状況の推移

区 分 2021年度
第13期

2022年度
第14期

2023年度
第15期

2024年度
第16期

(当連結会計年度)
売 上 高 (百万円) 37,125 32,541 30,806 25,975
経常利益又は経
常 損 失 （ △ ） (百万円) 7,843 5,732 3,066 △947
親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社
株主に帰属する当期純
損 失 （ △ ）

(百万円) 3,047 2,414 1,746 △1,866

１株当たり当期純利益
又は1株当たり当期純損
失 （ △ ）

(円) 23.82 18.84 13.61 △14.55

総 資 産 (百万円) 80,814 83,280 81,464 79,805
純 資 産 (百万円) 75,751 76,575 76,060 71,387
１株当たり純資産額 (円) 591.86 597.24 592.90 556.07

区 分 2021年度
第13期

2022年度
第14期

2023年度
第15期

2024年度
第16期

(当事業年度)
売 上 高 (百万円) 27,900 23,775 23,157 19,174
経 常 利 益 (百万円) 5,616 4,505 3,237 20
当期純利益又は
当 期 純 損 失
（ △ ）

(百万円) 1,196 1,591 2,389 △2,624

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損 失 （ △ ）

(円) 9.35 12.42 18.63 △20.45

総 資 産 (百万円) 76,982 78,839 77,560 73,430
純 資 産 (百万円) 73,566 73,247 73,279 67,675
１株当たり純資産額 (円) 574.79 571.33 571.26 527.21

(６) 財産及び損益の状況の推移
　第15期の数値は、誤謬の訂正後の数値を記載しております。

① 企業集団の財産及び損益の状況

② 当社の財産及び損益の状況
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重要な子会社の状況、主要な事業内容、主要な事業所

会　社　名 資本金(百万円) 当社の出資割合(％) 主な事業内容
コロプラネクスト２号
ファンド投資事業組合 3,169 100.0

（0.25） 投資育成事業
コロプラネクスト４号
ファンド投資事業組合 1,941 100.0

（0.25） 投資育成事業
コロプラネクスト６号
ファンド投資事業組合   675 100.0

（0.04） 投資育成事業
コロプラネクスト７号
ファンド投資事業組合 2,871 100.0

（0.04） 投資育成事業
コロプラネクスト８号
ファンド投資事業組合 2,272 99.77

（0.76） 投資育成事業

(７) 重要な子会社の状況

(注) 1．当社の出資割合の（　）内は、間接出資割合の内数であります。
　　２．コロプラネクスト上場株１号ファンド投資事業組合は、当連結会計年度中に清算結了したため、重要な子

会社から除外いたしました。

事 業 区 分 事 業 内 容

エ ン タ ー テ イ ン メ ン ト 事 業 スマートフォン向けゲームの開発・運営等

投 資 育 成 事 業 IT関連・エンターテインメント企業等を対象とした投資

(８) 主要な事業内容（2024年９月30日現在）

名 称 所 在 地

本 社 東 京 都 港 区

(９) 主要な事業所（2024年９月30日現在）
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使用人の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

710（1）名 ８名減 35.8歳 5.8年

(10) 使用人の状況（2024年９月30日現在）
①企業集団の使用人の状況　　　　　　1,235（77）名（前期末比42名減（30名増））

(注) 使用人数は就業員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出
向者を含む。）であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②当社の使用人の状況

(注)　使用人数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、パート
及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,666百万円

(11) 主要な借入先（2024年９月30日現在）

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社の株式に関する事項

(１) 発行可能株式総数 450,000,000株
(２) 発行済株式の総数 130,144,640株（自己株式1,778,834株を含む。）
(３) 株主数 27,676名
(４) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

馬場　功淳 61,781,792
株

48.13
％

株式会社日本カストディ銀行（信託口）
（うち投資信託 1,394,000株、年金信託 103,300株） 10,474,000 8.16

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
（うち投資信託 3,928,577株、年金信託 35,200株） 9,799,177 7.63

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） 6,468,200 5.04

BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SG
（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） 3,695,300 2.88

THE BANK OF NEW YORK 133612
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） 3,222,300 2.51
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 
CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE 
BANKING DIVISION A/ C CLIENTS
（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部）

1,200,000 0.93

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） 892,000 0.69

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） 649,400 0.51

JP MORGAN CHASE BANK 385781
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） 605,274 0.47

２.　会社の株式に関する事項（2024年９月30日現在）

(注) １. 当社は、自己株式を1,778,834株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
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会社の株式に関する事項

(５) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
株式数 交付対象者数

取締役（監査等委員を除く。）
（社外取締役を除く。） 89,635株 7名

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、「４．会社役員に関する事項（４）取締役の報酬等の額」に記載し
ております。
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会社の新株予約権等に関する事項

３.　会社の新株予約権等に関する事項
(１) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

(２) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

(３) その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 馬 場 功 淳
チーフクリエイター
指名・報酬諮問委員会委員
公益財団法人クマ財団代表理事

代 表 取 締 役 社 長 宮 本 貴 志 広報マーケティング本部管掌
指名・報酬諮問委員会委員

取 締 役 原 井 義 昭 経営管理部管掌

取 締 役 菅 井 健 太 技術基盤本部長

取 締 役 坂 本 　 佑 エンターテインメント本部長

取 締 役 池 田 洋 一 テクノロジー推進本部長

取 締 役 山　崎　聡　士 法務知財部長

取 締 役 栁 澤 孝 旨
株式会社ZOZO取締役副社長兼CFO
株式会社デジタルホールディングス社外取締役
指名・報酬諮問委員会委員

取 締 役 ハロルド・
ジョージ・メイ

アース製薬株式会社社外取締役
株式会社サンリオ顧問
アリナミン製薬株式会社社外取締役
パナソニック株式会社社外取締役
キユーピー株式会社顧問

取 締 役 武　田　雅　子

取 締 役
（監査等委員・常勤） 長谷川　哲　造 指名・報酬諮問委員会委員長

４.　会社役員に関する事項
(１) 取締役の状況

(2024年９月30日現在)
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役
（監査等委員・常勤） 戸 澤 　 章 指名・報酬諮問委員会委員

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 月 岡 涼 吾 月岡公認会計士事務所所長

指名・報酬諮問委員会委員

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 飯　田　耕一郎 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士

(注) １. 取締役 栁澤孝旨氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏及び武田雅子氏並びに取締役（監査等委員）長谷川哲
造氏、戸澤章氏、月岡涼吾氏及び飯田耕一郎氏は、社外取締役であります。

２. 取締役（監査等委員）長谷川哲造氏及び戸澤章氏は、証券業界における長期の職務経験と他の会社にお
ける取締役又は監査役としての豊富な経験を有しております。

３. 取締役（監査等委員）月岡涼吾氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有しております。

４. 取締役（監査等委員）飯田耕一郎氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有
しております。

５. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いてお
ります。

６. 当社は、取締役 栁澤孝旨氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏及び武田雅子氏並びに取締役（監査等委員）
長谷川哲造氏、戸澤章氏及び月岡涼吾氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届け出ております。

７．取締役 為末大氏は、2023年12月22日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退
任いたしました。

(２) 責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責
任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責
任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過
失がないときに限られます。

(３) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し
ております。
①被保険者の範囲
　当該保険契約の被保険者は、当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）、
監査役及び執行役員等の主要な業務執行者であります。
②保険契約の内容の概要
　被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保
険者が被る損害賠償金・訴訟費用や社内調査費用等について、当該保険契約により補填されます。ま
た、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者が法令違
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会社役員に関する事項

区　分 報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 譲渡制限付
株式報酬 業績連動報酬

取締役（監査等委員を除く）
(うち社外取締役)

231
(22)

182
(22)

49
(－)

－
(－)

11
(4)

取締役（監査等委員）
(うち社外取締役)

40
(40)

40
(40)

－
(－)

－
(－)

4
(4)

合　計
(うち社外取締役)

271
(62)

222
(62)

49
(－)

－
(－)

15
(8)

反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害等については、補填の対象外として
います。なお、保険料は全額当社負担となっております。

(４) 取締役の報酬等の額
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する内容及び決定方法
　当社は、2021年２月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定に係る決定方
針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報
酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
　また、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額について
は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が
適しているという理由から、取締役会の決議により代表取締役社長に一任しております。その権限の
内容は、取締役の報酬等の決定方針に基づいた報酬額の算出であり、個人別の報酬額の決定にあたっ
て、代表取締役社長は当社が任意で設置する指名・報酬諮問委員会の答申を十分に踏まえて決定して
おります。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方
法が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを
確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　監査等委員である取締役については、監査等委員の協議にて決定しております。
イ．報酬等の決定に関する基本方針
　取締役の報酬等の額の決定について、以下のとおり基本方針を定めております。

・同業他社の水準を踏まえ、優秀な人材を確保できる報酬であること
・職責及び貢献に見合う報酬であること
・企業価値の向上を促す報酬体系であること

ロ．報酬の構成
　当社の役員報酬は固定報酬及び譲渡制限付株式報酬となっており、連結業績及び各取締役の職責・
貢献等を総合的に勘案して金額を決定しております。社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬
等は、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとなります。

②当事業年度に係る報酬等の総額等

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、2021年12月17日開催の第13回定時株主総会において、取締役（監査等委員を
除く）について年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）と決議いただいておりま
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会社役員に関する事項

区 分 氏 名 主な活動状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 栁 澤 孝 旨

当事業年度に開催された取締役会19回中14回に出席し、企業経営
者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した客観的立場
から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言、提
言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、
当事業年度に開催された指名・報酬諮問委員会４回中３回に出席
し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の
決定過程における監督機能を担っております。

取 締 役 ハ ロ ル ド ・
ジョージ・メイ

当事業年度に開催された取締役会19回全てに出席し、国際的な企業
の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した客観
的立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助
言、提言を行っております。

取 締 役 武 田 雅 子

2023年12月22日就任後に開催された取締役会14回全てに出席し、
上場企業の役員としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立し
た客観的立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するた
めの助言、提言を行っております。

す。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は10名（うち、社外取締役は４名）
です。2023年12月22日開催の第15回定時株主総会において、取締役（監査等委員）について年額50百
万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は４名（う
ち、社外取締役は４名）です。

　　また、2019年12月20日開催の第11回定時株主総会において、取締役（社外取締役及び監査等委員を除
く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬の総額は、上記の報酬枠とは別枠
で年額300百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役及び監査
等委員を除く。）の員数は５名です。

　　なお、監査等委員以外の取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといた
します。

２. 取締役会は、代表取締役社長 宮本貴志氏に対し、当事業年度に係る各取締役（監査等委員を除く。）の
報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ、各取
締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。な
お、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当性等について確認し
ております。

(５) 社外役員に関する事項
①重要な兼職先である法人等と当社との関係
社外役員の重要な兼職の状況は、「（１）取締役の状況」に記載のとおりであります。
なお、当社と当該兼職先との間には特別な関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況
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会社役員に関する事項

区 分 氏 名 主な活動状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
（監査等委員） 長谷川　哲　造

当事業年度に開催された取締役会19回全てに出席し、また、監査等
委員会14回全てに出席し、常勤監査等委員として社内の主要な会議
に出席し、上場企業の役員としての経験から、コーポレートガバナ
ンス、コンプライアンスに関する発言を行っております。また、指
名・報酬諮問委員会の委員長として、当事業年度に開催された指
名・報酬諮問委員会４回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当
社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を
主導しております。

取 締 役
（監査等委員） 戸 澤 　 章

2023年12月22日就任後に開催された取締役会14回全てに出席し、
また、2023年12月22日就任後に開催された監査等委員会10回全て
に出席し、常勤監査等委員として社内の主要な会議に出席し、上場
企業の役員としての経験から、コーポレートガバナンス、コンプラ
イアンスに関する発言を行っております。また、指名・報酬諮問委
員会の委員として、2023年12月22日就任後に開催された指名・報
酬諮問委員会３回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役
員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担って
おります。

取 締 役
（監査等委員） 月 岡 涼 吾

当事業年度に開催された取締役会19回全てに出席し、また、監査等
委員会14回全てに出席し、主に公認会計士及び税理士としての専門
的見地から当社の会計、財務及び税務に係る事項に関する発言を行
っております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業
年度に開催された指名・報酬諮問委員会４回の全てに出席し、客観
的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程
における監督機能を担っております。

取 締 役
（監査等委員） 飯　田　耕一郎

当事業年度に開催された取締役会19回全てに出席し、また、監査等
委員会14回全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から当社
の法律に係る事項、コーポレートガバナンス、コンプライアンスに
関する発言を行っております。
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会計監査人の状況

支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額(注) 115百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 115百万円

５.　会計監査人の状況
(１) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(２) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載してお
ります。

２．監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、前事業年度の監査実績について取締役、経理関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手と報告
を受けた上で、会計監査人の監査計画における監査時間・要員配置計画、会計監査の職務遂行状況、報酬
見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第１項の同意を
行っております。

(３) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合、その他必要があると判断した場
合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合は、全員の同意により、会計監査人を解任いたします。

(４) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結することができる旨の定款規定を設けておりますが、会計監査人との間に責任限定契
約は締結しておりません。
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業務の適正を確保するための体制

６.　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
　当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正を確保するための体制
整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。
（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社では、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等
に則った職務執行を行う。

② 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携し
て、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

③ 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執
行の決定と取締役の職務の監督を行う。

④ 監査等委員会は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
⑤ 企業倫理相談及び内部通報のための窓口を設置し、法令、定款、社内規程等に対する違反事

実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正するための仕組み（以下「公益通報制度」
という。）を構築する。

⑥ 取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、賞罰委員会による処罰の対
象とする。

⑦ 職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
⑧ 必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
⑨ 個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。
また、同管理者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努め
る。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
① 文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要
文書（電磁的記録を含む。）は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理す
る。

② 情報管理諸規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 取締役は、当社グループ全体の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行

うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
② 災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、事業継続計画を策定する。
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業務の適正を確保するための体制

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、又は必要に応じて

随時開催する。
② 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に
業務を執行する。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及
び稟議規程を制定する。

（５）当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、経営理念に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
② 当社は、関係会社管理規程に基づき、各子会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、各

子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的な報告を義務付ける。
③ 当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内

における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構
築されるよう、監督する。

④ 当社は、必要に応じ各子会社に対して業務の監査を行う。

（６）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項
① 監査等委員会は、監査等委員会の指揮命令に服する使用人（以下、「監査等委員会の補助

者」という。）を置くことを取締役会に対して求めることができる。
② 監査等委員会の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査等委員会の事前
の同意を必要とする。

③ 監査等委員会の補助者が、その業務に関して監査等委員会から指示を受けたときは、専らそ
の指揮命令に従う体制を整備する。

（７）当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
① 当社及び子会社の取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそ
れのある事項、重要な会議体で決議された事項、公益通報制度、内部監査の状況等につい
て、遅滞なく監査等委員会に報告する。

② 当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じ、速やかに業務執行の状
況等を報告する。
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業務の適正を確保するための体制

③ 当社は、前２項に従い監査等委員会への報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に
対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及
び子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。

（８）監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払又は償還の手続きに
係る方針
　当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速や
かに当該費用又は債務を処理する。

（９）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役
及び重要な使用人からヒアリングを行う。

② 監査等委員会は、取締役会のほか、必要に応じ経営会議その他の重要な会議に出席する。
③ 監査等委員会は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。
④ 監査等委員会は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得るこ
とができる。

⑤ 監査等委員会は、定期的に内部監査室長と意見交換を行い、連携の強化を図る。

　当事業年度における、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下の通り
であります。

（１）内部統制システム全般
　当社では、内部監査室による業務監査及び内部統制監査を通して、内部統制システム全般の整
備、運用状況の評価及び改善を実施しております。
　また、上記体制のもと、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性評価」を
行っております。当事業年度につきましては、開示すべき重要な不備及び欠陥は発見されており
ません。

（２）コンプライアンス
　法令遵守体制の点検・強化を推進するため、「コンプライアンス基本方針」及び「コンプライ
アンス規程」に基づき、コンプライアンス推進責任部署を設置しております。また、コンプライ
アンス違反行為の発生を防止するとともに、万が一これらの行為が発生した場合において当該事
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業務の適正を確保するための体制

実を速やかに把握し、適切に対処することを目的として、コンプライアンス情報窓口を社内に設
置し、取り組みを強化しております。

（３）リスク管理
　当社では、当社グループに関わる様々なリスクを一元的に予防、管理すること、またリスクが
発生した場合には、迅速かつ的確な対応をすることを目的として、代表取締役社長を委員長とし
た「リスク対策委員会」を設置しております。

（４）子会社経営管理
　子会社の経営管理につきましては、当社経営企画部にて、経営管理体制の整備、統括を実施し
ており、「関係会社管理規程」及び「子会社共通職務権限表」を定め、子会社から事前の承認及
び報告を受ける体制を整えております。また、子会社からの財務状況及びその他の状況につきま
しては、月次で報告を受け、当社の取締役会へ適宜報告しております。

（５）取締役の職務執行
　当社は、「取締役会規程」に基づき、原則月1回の取締役会を開催し、法令又は定款に定められ
た事項及び経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っておりま
す。また、社外取締役を選任し、取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を強化してお
ります。
　なお、当事業年度につきましては、取締役会を19回開催しております。

（６）監査等委員会
　監査等委員会は、監査等委員の取締役会への出席及び常勤監査等委員による経営会議その他の
重要な会議への出席及び取締役、使用人からのヒアリングを通じて、当社の内部統制の整備、運
用状況について確認を行うとともに、より健全な経営体制と効率的な運用を行うための助言を行
っております。
　また、監査等委員会は会計監査人、内部監査室など内部統制に係る組織と適宜情報交換を行
い、連携を保ちながら監査の実効性を確保しております。
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株式会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

７.　株式会社の支配に関する基本方針
　当社は現時点では、当該「基本方針」及び「買収への対抗措置」につきましては、特に定めてお
りません。
　一方で、大量株式取得行為のうち、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に資さないもの
については適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も見極めつつ、今
後も慎重に検討を行ってまいります。

８.　剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、利益配分につきましては、健全なバランスシートをもとに、連結業績、DOE（純資産配
当率）、キャッシュ・フロー及び資本の効率性を総合的に勘案して、安定的かつ継続的な配当を実
施することを基本方針としております。
　当事業年度につきましては、上記方針に従い、当事業年度の業績、将来の事業展開や経営体質の
強化のために必要な内部留保などを勘案し、１株につき20円の普通配当を予定しております。

(注) 本事業報告中の記載金額・株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表

連 結 貸 借 対 照 表

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金 及 び 契 約 資 産
営 業 投 資 有 価 証 券
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
そ の 他
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

67,267
50,250
4,206
10,166

35
498
6

269
941
908
△17

12,537
1,641
1,516
123
0

15
15

10,880
7,588

3
104
1,611
124
1,460
△11　

流 動 負 債 6,567
買 掛 金 72
未 払 金 2,734
未 払 費 用 508
未 払 法 人 税 等 245
未 払 消 費 税 等 204
前 受 金 1,844
預 り 金 200
事 業 構 造 改 善 引 当 金 57
そ の 他 700
固 定 負 債 1,849
長 期 借 入 金 999
資 産 除 去 債 務 759
繰 延 税 金 負 債 72
そ の 他 17

負 債 合 計 8,417
純 資 産 の 部

株 主 資 本 70,128
資 本 金 6,635
資 本 剰 余 金 6,373
利 益 剰 余 金 61,764
自 己 株 式 △4,645
その他の包括利益累計額 1,251
その他有価証券評価差額金 814
為 替 換 算 調 整 勘 定 437
非 支 配 株 主 持 分 7

純 資 産 合 計 71,387
資 産 合 計 79,805 負 債 純 資 産 合 計 79,805

（2024年９月30日現在）
（単位：百万円）

(注) 記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連 結 損 益 計 算 書
（2023年10月 1 日から

2024年 9 月30日まで）
科 目 金 額

売 上 高 25,975
売 上 原 価 19,216

売 上 総 利 益 6,758
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,966

営 業 損 失(△ ) △1,208
営 業 外 収 益

受 取 利 息 325
投 資 有 価 証 券 売 却 益 247
デ リ バ テ ィ ブ 運 用 益 17
雑 収 入 130 720

営 業 外 費 用
為 替 差 損 289
投 資 有 価 証 券 評 価 損 54
投 資 有 価 証 券 売 却 損 34
事 業 構 造 改 善 引 当 金 繰 入 額 57
雑 損 失 25 460
経 常 損 失(△) △947

特 別 損 失
減 損 損 失 276 276
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失(△) △1,224
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 654
法 人 税 等 調 整 額 △11 643
当 期 純 損 失(△) △1,867
非 支 配株 主に帰属する当期純損失(△) △0
親 会 社株 主に帰属する当期純損失(△) △1,866

（単位：百万円）

(注) 記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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貸借対照表

貸 借 対 照 表

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金 及 び 契 約 資 産
営 業 投 資 有 価 証 券
貯 蔵 品
前 払 金
前 払 費 用
そ の 他
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
敷 金 及 び 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

48,931
42,524
3,430
1,476

6
268
428
798

24,498
1,610
1,498
112
14
14

22,873
7,317
2,987
9,746
1,900
1,398
1,423
△1,900　

流 動 負 債 3,848
未 払 金 2,362
未 払 費 用 427
未 払 法 人 税 等 13
前 受 金 324
預 り 金 43
そ の 他 676
固 定 負 債 1,905
長 期 借 入 金 999
資 産 除 去 債 務 688
繰 延 税 金 負 債 217

負 債 合 計 5,754
純 資 産 の 部

株 主 資 本 66,939
資 本 金 6,635
資 本 剰 余 金 6,632
資 本 準 備 金 6,632

利 益 剰 余 金 58,316
そ の 他 利 益 剰 余 金 58,316
繰 越 利 益 剰 余 金 58,316

自 己 株 式 △4,645
評 価 ・ 換 算 差 額 等 736
その他有価証券評価差額金 736

純 資 産 合 計 67,675
資 産 合 計 73,430 負 債 純 資 産 合 計 73,430

（2024年９月30日現在）
（単位：百万円）

(注) 記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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損益計算書

損 益 計 算 書
（2023年10月 1 日から

2024年 9 月30日まで）
科 目 金 額

売 上 高 19,174
売 上 原 価 14,189

売 上 総 利 益 4,985
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,966

営 業 利 益 18
営 業 外 収 益

受 取 利 息 316
投 資 事 業 組 合 運 用 益 269
雑 収 入 44 630

営 業 外 費 用
為 替 差 損 266
投 資 有 価 証 券 評 価 損 44
投 資 事 業 組 合 運 用 損 0
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 300
雑 損 失 17 628
経 常 利 益 20

特 別 利 益
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 125 125

特 別 損 失
関 係 会 社 株 式 評 価 損 2,421 2,421
税 引 前 当 期 純 損 失(△) △2,276
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 348
法 人 税 等 調 整 額 △0 348
当 期 純 損 失(△) △2,624

（単位：百万円）

(注) 記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書　 2024年11月20日
株式会社コロプラ
　取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
　　東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 広 瀬 勉
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 淡 島 國 和
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 井 秀 樹

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社コロプラの2023年10月１日から2024年９
月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、株式会社コロプラ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結会計監査報告

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書　 2024年11月20日
株式会社コロプラ
　取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
　　東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 広 瀬 勉
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 淡 島 國 和
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 井 秀 樹

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社コロプラの2023年10月１日から
2024年９月30日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告書　謄本
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はそ
の内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

常勤監査等委員 長谷川　哲造 ㊞
常勤監査等委員 戸 澤 　 章 ㊞
監 査 等 委 員 月岡　　涼吾 ㊞
監 査 等 委 員 飯田　耕一郎 ㊞

監 査 報 告 書
　当監査等委員会は、2023年10月１日から2024年９月30日までの第16期事業年度の取締役の職務の執行に
ついて監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、インターネット
等の手段も活用し、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部統制所管部署と

連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる
事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令及び定款に違反する重要な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
なお、2024年11月６日に開示された過年度の会計誤謬については、誤謬が訂正されたこと、類似の事
案はなく着実に再発防止に取り組んでいることを確認しており、今後ともその取組状況を注視してまい
ります。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年11月20日
株式会社コロプラ　監査等委員会

（注）監査等委員 長谷川哲造、戸澤章、月岡涼吾及び飯田耕一郎は、会社法第２条第15号及び第331条第６項
に規定する社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告書　謄本

以　上
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